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　年金は、希望した金融機関や郵便局で

支払われます。住所や支払いを受ける金

融機関、郵便局を変更するときは、すみや

かに「年金受給権者住所・支払機関変更

届」を最寄りの社会保険事務所に提出し

てください。

　「住所・支払機関変更届」が提出されな

いと、年金の支払額をお知らせする通知

書が届かなかったり、希望する銀行や郵

便局で年金が受けられないことがありま

す。

　支払機関を銀行などの金融機関に変更

するときは、その金融機関で預金通帳の

記号番号について証明を受けてくださ

い。

　また、郵便局の「郵便振替」に変更する

ときは、郵便局で郵便振替口座の口座番

号についての証明を受けてください。

住所が変わるときは、社会保険事務所な

どへ届を提出するとともに、旧住所の郵

便局にも届け出てください。
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